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〇 西いぶり広域連合公平委員会の運営等に関する規則 

 

平成 12年 3月 28日 

公平委規則第 2 号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、西いぶり広域連合公平委員会（以下「公平委員会」という。）の

運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （室蘭市規則の準用） 

第２条 公平委員会の議事、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分についての 

 不服申立てに関する事項については、次に掲げる室蘭市公平委員会の関係規則の例 

による。 

 （１） 室蘭市公平委員会議事規則（昭和３８年室蘭市公平委員会規則第１号） 

 （２） 不利益処分についての不服申立てに関する規則（昭和５６年室蘭市公平委 

    員会規則第２号） 

 （３） 勤務条件に関する措置の要求に関する規則（昭和３８年室蘭市公平委員会 

    規則第３号） 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年１１月１日から施行する。 

 


